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第１章 指針の基本的事項 

１ 改定の背景と目的 

（１）背景 

「川口市産業振興指針（以下「産業振興指針」という。）」は、「川口市中小企業振興条

例（以下「中小企業振興条例」という。）」に基づき平成 23 年（2011 年）４月に策定され

ました。その後、社会経済情勢の変化や「中核市注1」への移行を踏まえ、平成 30 年

（2019 年）４月に改定し、これまで様々な産業振興を図ってきましたが、令和８年

（2026 年）度に計画期間が満了となりました。一方、令和８年（2026 年）４月に第６次

川口市総合計画（以下「総合計画」という。）」が施行されたことから、産業振興指針は、

新たな総合計画とそれと一体的に策定された「第３期川口市まち・ひと・しごと創生総合

戦略（以下「総合戦略」という。）」との整合を図りながら、見直しを実施しました。 

今改定にあたっては、川口市産業労働行政審議会（以下、「審議会」という。）委員等の意

見や令和７年（2025 年）７月に実施した市内事業者実態把握調査（以下、「実態把握調査」

という。）の結果を踏まえ、川口市の産業を取り巻く社会経済情勢、地域の現状や課題を明

確にし、今後の産業振興の方向性を示しています。 

 

（２）目的 

本市の産業は鋳物、機械関連産業を始めとしたものづくり産業及び植木を中心とする花

き生産などの緑化産業に加え、土木、建築、更には、医療、介護、子育て、福祉関連産業な

ど市民生活に密着した多種多様な企業が集積しています。 

本市に住む人、働く人の暮らしを支える利便性と質の高いサービスの提供には、市内産業

の振興が不可欠であり、中小企業振興条例第３条が定める基本理念を踏まえ、市内産業の現

状を把握し、地域の中小企業・小規模企業、中小企業団体及び産業支援機関と密接に連携し

ながら、幅広い業種の産業振興に計画的に取り組むことを目的として、本指針を策定します。 

 

 

  

                                                   
1 中核市とは、人口 20 万以上の都市に対し、都道府県が行っている事務（福祉、保健衛生、環境など） 
の一部を移譲し、できる限り住民の身近なところで行政を行えるようにした都市制度である 
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２ 目標年次 

産業振興指針の目標年次は 2036 年度、計画期間は 2027 年度から 10 年間とします。 

これに基づく「川口市産業振興指針実施計画（以下「指針実施計画」という。）」は、前期

５年間、後期５年間とします。 

 

３ 指針の政策的位置づけ 

産業振興指針は、中小企業振興条例第４条に基づき策定され、総合計画、総合戦略の産業

に係る事項との整合性を図り、具体的な産業振興施策の実施を確保します。 

また、総合計画における各分野との関係においても、産業振興という観点から事業を推進

していきます。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

４ 指針と実施計画 

指針実施計画は、産業振興指針で示した基本方針と重点プロジェクトに基づき、具体的な

産業振興施策と目標等を明らかにしたもので、目標年次に示したとおり、前期と後期に分か

れます。 

産業振興指針の目標を着実に達成するため、指針実施計画は、施策や事業を成果の観点か

ら毎年、評価・検証し、継続的に見直し、改善を図るものとします。 

 

年度 2026 

（R8） 

2027 
(R9) 

2028 

(R10) 

2029 

(R11) 

2030 

(R12) 

2031 

(R13) 

2032 

(R14) 

2033 

(R15) 

2034 

(R16) 

2035 

(R17) 

2036 

(R18) 

総合計画            

総合戦略            

産業振興指針            

指針実施計画            
1 年延長 

1 年延長 

川口市産業振興指針

川口市中小企業振興条例 

第６次川口市総合計画 

 

第３期川口市まち・ひと・ 

しごと創生総合戦略 
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第２章 市内産業の現状と主な課題 

１ 市内産業の現状 

ここでは、統計データの推移や類似他都市との比較等により、本市産業の現状や特徴を明

らかにします。 

 

（1）人口・労働力  

◆ 生活に関連する産業の高い潜在力 

 令和７年（2025 年）１月１日現在、本市の人口は、607,447 人であり、平成 27 年（2015

年）の 589,205 人から継続して増加しています。全国的には人口減少社会が問題になって

きている中で、本市の将来推計では、年少人口の減少及び老年人口の増加が見込まれており、

2050 年まで人口は増加し、その後も 60 万人を維持していくと推計されています。 

人口が増加傾向にある中、「令和７年度総合計画のための市民意識調査」をみると、「今後

さらに力を入れて（充実させて）ほしいもの」として、防災・防犯、保健・医療へのニーズ

が高くなっており、これら市民生活に関連する産業に高い潜在力があることがうかがえま

す。 

 
川口市の人口推計 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：第６次川口市総合計画における人口推計結果等をもとに作成  
 

 

 

 

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060

平成27年 令和2年 令和７年 令和12年 令和17年 令和22年 令和27年 令和32年 令和37年 令和42年

総数 589,205 607,105 607,447 605,362 605,339 607,406 609,400 610,200 608,431 605,368

年少人口（15歳未満） 77,949 76,185 68,812 63,475 60,426 62,287 62,489 61,733 60,101 58,240

384,678 392,314 399,454 402,564 397,451 383,360 377,856 377,370 380,277 383,880

老年人口（65歳以上） 126,578 138,606 139,181 139,323 147,463 161,758 169,056 171,097 168,053 163,247

後期高齢人口（75歳以上） 53,445 69,877 81,197 80,684 75,155 75,443 84,269 97,522 100,934 97,414

人口
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今後さらに力を入れて（充実させて）ほしいもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：川口市「令和 年 ７年 月 
 

 

  

◆ 市内の労働力 

 前頁の川口市の人口推計では、15 歳以上 64 歳以下の生産年齢人口は 2030 年まで増加す

ると予測されており、その後、わずかながら減少に転じるものの、引き続き市内に大きな労

働力が存在しています。 

しかしながら、本市を取り巻く環境をみると、令和７年（2025 年）11 月現在の最低賃金

は、埼玉県が 1,141 円で、東京都の 1,226 円と 85 円の格差があり、本市は東京都内への通

勤の利便性が高いことから労働力が流出しやすくなっています。 

 
 常住地による従業及び従業地による 15 歳以上就業者数（流入・流出）（川口市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

出典：川口市統計書を加工して作成  
 
 
 
 
 
 

 

(回答数：1,791) 

市内に常住する就業者

市内で従業

他市区町村で従業

（流出人口）

市内で従業する者

市内に常住

他市区町村に常住

（流入人口）

埼玉県内への流出※2

埼玉県内からの流入※2

東京都への流出※2

東京都からの流入※2

注：※2の流出人口は川口市内に常住する就業者のうち、埼玉県内他市町村及び東京都で従業している人口、

  流入人口は川口市内で従業する就業者のうち、埼玉県内他市町村及び東京都に常住している人口を指す。

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年

2000年 2005年 2010年 2015年 2020年

102,450

142,965※1

183,783※1

102,450

61,232

注：※1は従業地不詳を含む。

243,317

121,689

121,628

186,666
121,689

64,977

245,685

118,906

126,779

185,653
118,906

66,747

251,681※1

-56,651 -60,032 -81,733 -91,558 -89,861

280,997※1

118,274

149,217※1

191,136※1

118,274

59,356

285,638※1

115,464

149,116※1

197,414※1

115,464

37,534

48,018
79,300

12,744

38,568

49,320
82,906

12,949

57,558

42,186

43,049
100,106

12,142

40,246

46,585
83,260

10,846

42,056

42,079
96,367

11,197
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◆ 増加する市内在住外国人 

本市の外国人住民数は急増し、平成 27 年（2015 年）の 25,263 人から、令和７年（2025

年）には 48,161 人に増加しました。これは市内人口の約 7.9％を占めており、今後も増加

することが見込まれます。 

 
川口市の外国人住民数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：かわぐちの人口  
 

 

 

（２）交通ネットワーク 

◆ 利便性の高い交通環境 

本市は、東北自動車道や首都高速川口線が南北を縦断、東京外かく環状道路が東西を横断

しており、国道 122 号や県道 35 号川口上尾線等の幹線道路も各方面へ繋がるなど、どの方

面への移動も利便性が高い交通環境となっています。更に、鉄道は、JR 京浜東北線、JR 武

蔵野線、埼玉高速鉄道線が通っており、市民の通勤通学に欠かせない交通手段となっている

ほか、市内で働く人や来街者にとっても移動しやすい環境となっています。 

 

◆ 乗降客数の多い駅周辺のポテンシャル 

JR 線２路線の鉄道駅は市内に３駅、埼玉高速鉄道線には６駅があり、新型コロナウイル

ス感染症による生活様式の変化などの要因から、一時的に乗車人員が減少しましたが、その

後は回復傾向にあります。新型コロナウイルス感染症の流行以前よりも増加傾向となる駅

もあるなど、今後は駅利用者の増加が見込まれ、それに伴い、歩行者通行量の増加も見込め

ることから、駅周辺の商業集積地にとっては事業機会の拡大が期待されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 2020 2025

平成27年 令和2年 令和７年

総数 25,263 38,764 48,161

年少人口（15歳未満） 3,216 5,361 6,539

21,392 32,407 40,060

老年人口（65歳以上） 655 996 1,562

後期高齢人口（75歳以上） 200 282 403

外国人人口

（各年１月１日時点） 
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川口市における鉄道・道路ネットワーク 

 

 

（３）市内経済循環の現況 

本市の令和４年（2022 年）における地域経済循環率は、57.0％で、埼玉県（75.8％）や

さいたま市（81.1％）、越谷市（61.3％）と比較すると低く、支出の地域外流出が大きくな

っています。 

 
出典：内閣府「 地域経済分析システム 地域経済循環分析」を加工して作成 
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（４）市内企業の特性  

◆ 市内の産業構造 

業種別事業所数・従業者数（民営）をみると、市内の産業構造は、「卸売業、小売業」「製

造業」が事業所数、従業者数ともに多く、平成 28 年（2016 年）から令和３年（2021 年）

の５年間で減少がみられるものの、依然として本市における中心的な産業となっています。 

また、「農業，林業」の事業所が 34 事業所から 48 事業所へ、「情報通信業」の事業所が

127 事業所から 164 事業所へ増加がみられます。従業者数では、「農業，林業」が 214 人か

ら 337 人へ、「情報通信業」が 1,163 人から 1,659 人へと増加しています。 

なお、平成 28 年（2016 年）から令和３年（2021 年）の事業所数及び従業者数の業種別

（民営）構成比をみると、「不動産業、物品賃貸業」「情報通信業」「学術研究、専門・技術

サービス業」「医療、福祉」「複合サービス事業」「サービス業（他に分類されないもの）注 2」

等のサービス業や、「農業、林業」「建設業」「運輸業、郵便業」が事業所数及び従業者数と

もに、その比率が上がっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
2 職業紹介・労働者派遣業や廃棄物処理業、自動車整備業等、他の産業分類に分類されないサービス業を  
指す 
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  業種別事業所数（民営）（川口市） 

平成28年 令和3年 増減数 増減率

農業，林業 34 48 14 41.2%

建設業 2,306 2,328 22 1.0%

製造業 3,837 3,299 -538 -14.0%

電気・ガス・熱供給・水道業 7 6 -1 -14.3%

情報通信業 127 164 37 29.1%

運輸業，郵便業 579 593 14 2.4%

卸売業，小売業 4,445 3,861 -584 -13.1%

金融業，保険業 220 209 -11 -5.0%

不動産業，物品賃貸業 1,600 1,694 94 5.9%

学術研究，専門・技術サービス業 581 669 88 15.1%

宿泊業，飲食サービス業 2,242 1,577 -665 -29.7%

生活関連サービス業，娯楽業 1,692 1,443 -249 -14.7%

教育，学習支援業 601 539 -62 -10.3%

医療，福祉 1,593 1,629 36 2.3%

複合サービス事業 48 57 9 18.8%

サービス業（他に分類されないもの） 941 943 2 0.2%

合計 20,853 19,059 -1,794 -8.6%

業種別従業者数（民営）（川口市） 

平成28年 令和3年 増減数 増減率

農業，林業 214 337 123 57.5%

建設業 15,503 15,885 382 2.5%

製造業 32,656 30,775 -1,881 -5.8%

電気・ガス・熱供給・水道業 222 141 -81 -36.5%

情報通信業 1,163 1,659 496 42.6%

運輸業，郵便業 13,900 14,101 201 1.4%

卸売業，小売業 39,461 37,173 -2,288 -5.8%

金融業，保険業 3,372 3,032 -340 -10.1%

不動産業，物品賃貸業 5,732 7,007 1,275 22.2%

学術研究，専門・技術サービス業 3,235 3,547 312 9.6%

宿泊業，飲食サービス業 17,024 14,808 -2,216 -13.0%

生活関連サービス業，娯楽業 8,031 6,816 -1,215 -15.1%

教育，学習支援業 4,217 4,212 -5 -0.1%

医療，福祉 23,457 26,474 3,017 12.9%

複合サービス事業 982 984 2 0.2%

サービス業（他に分類されないもの） 10,526 12,354 1,828 17.4%

合計 179,695 179,305 -390 -0.2%

出典：総務省統計局「平成 28 年・令和 3  

出典：総務省統計局「平成 28 年・令和 3 年経済  
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業種別事業所数（民営）構成比（川口市） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※令和 3 年の構成比率が平成 28 年   

出典：総務省統計局「平成 28 年・令和 3 年経済センサス 活動調査結果」  

 

 

業種別従業者数（民営）構成比（川口市） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※令和 3 年の構成比率が平成 28 年   

出典：総務省統計局「平成 28 年・令和 3 年経済センサス 活動調査結果」  

0.2%

11.1%

18.4%

0.03%

0.6%

2.8%

21.3%
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◆ 現在も強いものづくりのまちとしての特性 

本市の鋳物・機械などをはじめとした製造業の事業所数は 3,299 事業所で、業種別事業所

数（民営）構成比をみると 17.3％を占めています。周辺・類似９都市と比較しても製造業が

多くなっています。 

 
川口市における製造業事業所数構成比 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：総務省統計局「令和 3 年経済センサス 活動調査結果」 

 

 
製造業事業所数（川口市及び周辺・類似９都市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：総務省統計局「令和 3 年経済センサス 活動調査結果」 

 

◆ 操業環境の変化 

本市における土地利用の推移をみると、工業用地から住宅用地への土地利用転換が進行

しており、令和〇年（〇〇年）の土地利用現況注 3 をみると、住宅用地は約〇％を占めてい

る一方、工業用地は約〇％となっています。 

 

                                                   
3 出典：川口市都市計画基本方針 
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◆ 産業別純付加価値額と雇用力 

産業大分類別の純付加価値額注 4は、「製造業」（1,479 億円）が最も高く、製造業は本市の

基幹産業の一つとなっています。次いで、「卸売業、小売業」（1,399 億円）、「医療、福祉」

（988 億円）、「建設業」（907 億円）となっています。 

次に、「雇用力（従業者割合）」をみると、「卸売業、小売業」（20.7％）が最も高く、次い

で、「製造業」（17.2％）、「医療、福祉」（14.8％）、「建設業」（8.9％）が続いており、卸売業

や小売業、製造業等で雇用吸収力が高くなっています。 
 

産業大分類別純付加価値額・雇用力（川口市） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：総務省統計局「令和 3 年経済センサス 活動調査結果」を加工して作成  

 

 

 

◆ 市域をカバーする生活サービス施設 

市内には、商業施設（スーパー）、医療施設、高齢者福祉施設等の生活サービス施設が数

多く立地しており、市内における日常生活サービス圏注 5 の人口カバー率は約〇％を占め、

全国平均（約〇％）及び三大都市圏平均（約〇％）を上回っています。 

 

 
                                                   
4 純付加価値額＝売上（収入）金額－費用総額＋給与総額＋租税公課で算出される、企業等の生産活動に 
よって新たに生み出された価値 

5 医療施設・商業施設から 800m、福祉施設から 1km、基幹的公共交通利用圏の全てが重複するエリア 
 出典：川口市都市計画基本方針 
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◆ 新たな事業家に選ばれる都市 

「令和３年経済センサス－活動調査結果」では、本市の新設事業所数は 4,580 件で、県内

63 市町村中、さいたま市に次いで第２位となっています。 

また、令和３年（2021 年）の本市の新設事業所数は、平成 24 年（2012 年）の約 4.4 倍、

平成 28 年（2016 年）の約 2.6 倍となっています。産業大分類別にみると、「卸売業,小売業」

が 911 件で最も多く、次いで「建設業」が 646 件、「不動産業，物品賃貸業」が 490 件と続

いています。 

一方で令和３年（2021 年）の本市の廃業事業所数は 6,505 件となっており、総事業所数

は減少しています。 

 
産業大分類別新設事業所数(民営)の推移（川口市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：総務省統計局「平成 24 年・平成 28 年・令和 3 年経済センサス 活動調査結果」 
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平成24年 平成28年 令和3年

平成24年 平成28年 令和3年
農業，林業 1 1 17
建設業 45 145 646
製造業 76 166 427
電気・ガス・熱供給・水道業 - 4 3
情報通信業 8 15 97
運輸業，郵便業 23 58 159
卸売業，小売業 296 398 911
金融業，保険業 14 16 60
不動産業，物品賃貸業 39 73 490
学術研究，専門・技術サービス業 33 57 257
宿泊業，飲食サービス業 205 261 377
生活関連サービス業，娯楽業 79 153 277
教育，学習支援業 44 82 117
医療，福祉 132 250 470
複合サービス事業 1 - 10
サービス業（他に分類されないもの） 50 72 262
合計 1,046 1,751 4,580
総事業所数 21,946 20,853 19,059
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人口規模の近い市区町村との新設・廃業事業所数（民営）比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 出典：【事業所数・新設数】総務省統計局「令和 3 年経済センサス 活動調査結果」 

【 人 口 】各市区町村ホームページ統計情報（令和 7 年 1 月 1 日時点） 
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２ これまでの産業振興の取り組みと推進体制 

 本市では、中小企業振興条例の理念のもとに策定した産業振興指針の具現化に向けて、

市、中小企業、中小企業団体及び市民が相互に連携、協力して市内産業の振興に取り組ん

できました。特に、産業支援機関・団体とは、それぞれの特性を活かしながら相互に連携

することで総合的な支援体制を構築し、市内の中小企業の事業支援や市内で働く人々の就

業環境の向上等を図ってきました。 

（１）主な市内中小企業の事業活動支援機関・団体 

◆ 川口商工会議所 

川口商工会議所は、9,600 を超える会員に支えられた地域の総合経済団体です。昭和 11

年 11 月の発足以来、商工業の総合的な改善発達と社会一般の福祉の増進を目的に、政策提

言、中小企業の活力強化、地域経済の活性化の３つのミッションを柱として活動しています。 

◆ 埼玉県南部地域振興センター 

 埼玉県南部地域の振興や活性化を目的とした行政施設です。地域課題への対応や各種行

政サービスに関する情報提供、地域イベントの支援を通じて、地域に根差した活動を展開し

ています。 

（２）主な人材・労働支援機関・団体 

◆ 公益社団法人川口市シルバー人材センター 

 高齢者に、そのライフスタイルに合わせた「臨時的・短期的・軽易」な仕事を提供する

とともに、ボランティア活動をはじめとする様々な社会参加を通じて、高齢者の健康で生

きがいのある生活の実現と、地域社会の活性化に貢献しています。 

◆ 公益財団法人川口市勤労福祉サービスセンター 

 市内中小企業勤労者の生活向上と中小企業振興を目的として、市内中小企業勤労者を対

象に、特定退職金共済事業等の福祉共済事業や、市内の観光及び物産振興に寄与する事業

を行っています。 

◆ 川口公共職業安定所（ハローワーク川口） 

厚生労働省が運営する総合的雇用サービス機関です。雇用保険の手続きや求職者に対す

る職業紹介・相談などを実施します。企業向けには求人掲載や採用支援を提供するなど、

地域の労働市場の活性化を目指しています。 

（３）主な都市農業・緑化産業支援機関・団体 

◆ 川口市立グリーンセンター 

「都市農業の振興」、「緑地の保全」、「市民のレクリエーションの場の提供」、「学術研究

及び青少年の自然科学知識と教養の向上」を目的として、大温室や展示即売所等の他、 

プールやミニ鉄道等が整備されており、家族そろって楽しめる施設として多くの来場者が

あります。 

◆ 公益財団法人川口緑化センター 

 植木を中心とした花き等の特産農業の振興を図り、緑化産業にかかる各種情報の収集及

び提供を行う拠点施設として、花と緑に関する各種展示会やイベント、講習会・教室の開

催等植物と人のふれあいの場を提供するなど、緑化産業の振興を図っています。 

議題（１）産業振興指針の改定について
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３ 市内産業の課題 

前章の現状や審議会委員の意見、実態把握調査、市内企業訪問ヒアリング調査の結果等か

ら本市産業に係る主な課題を整理します。 

 

課題１ 市内企業の経営基盤の強化と生産性の向上 
 

（１）市内企業の経営基盤の強化 

本市の地域経済循環は域外に流出している支出が多く、地域経済の活性化を図っていく

ためには、市内での生産・投資、消費を増やし、企業や雇用者が稼いだ所得を市内に循環さ

せていくことが必要です。地域循環を高めていくためには、市内産業間での取引の活性化や、

雇用力が高い小売、製造、医療、福祉関連産業等を中心に市内における新たな需要の創出を

図ることが必要です。また、経済情勢が大きく変化する中、中小企業・小規模企業の経営基

盤の強化、設備投資などによる生産性の向上のための経済的支援をはじめ、将来に向けて、

本市の次代を担う産業を育成することも重要です。 

 更に、感染症や自然災害等の脅威に対する事業者の事業継続力を高めるための BCP

（Business Continuity Plan）策定等に対する支援や、持続可能な世界を実現するため

の国際目標を企業が成長戦略の一つとして取り入れる SDGs（Sustainable Development 

Goals）注6経営の普及についても取り組みを強化することが必要です。 

 

（２）企業による稼ぐ力の創出 

 実態把握調査から経営課題をみると、「価格高騰等への対応」（48.5％）に次いで、「既存

事業の販路・市場拡大、営業力の強化」（34.3％）、が上位に挙がっています。価格高騰等へ

の対応には、外部環境の激しい変化に対して柔軟かつ適切に対応していくとともに、産業活

動や各種製品の使用などが環境にもたらす影響を最小限にするため、省エネや再利用資材

の導入などによるコスト削減と適切な価格転嫁が必要です。 

また、市内事業者の DX(デジタルトランスフォーメーション)の取組状況については、

36.9％の事業者が「取り組む予定はない」と回答している一方、取り組んだ事業者のうち

64.6％の事業者が成果を実感しており、その主な成果は、生産性の向上、システムの利便性

向上、コストの減少などが挙がっており、DX による稼ぐ力の創出がみてとれます。 

しかし、従業者数が少ない製造業の事業者では DX に取り組んでいる割合が低く、企業規

模により DX への取組状況に差が生じています。 

原材料費や燃料費などの物価高騰への対応や物価高を上回る賃上げの実現のためには、

生産性向上のための設備投資、DX や付加価値を高める事業展開が益々重要になっています。 

このように、中小企業・小規模企業を取り巻く厳しい事業環境において、事業者が自ら新

たな強みを形成していく活動に対する支援を強化する必要があります。 

 

 

                                                   
6 2015 年 9 月の国連サミットで採択された「持続可能な開発目標」 
持続可能な世界を実現するための 17 のゴール・169 のターゲットから構成される 

議題（１）産業振興指針の改定について
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経営課題 

（全業種） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（製造業） 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （非製造業） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 出典：川口市「令和 7 年度市内事業者実態把握調査」 
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手形・小切手廃止に伴う電子記録債権への移行

その他

無回答

議題（１）産業振興指針の改定について
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（３）創業、第２創業注 7支援 

本市の創業数は埼玉県内の市町村中、第２位の数字であり、経済センサスの産業大分類別

新設事業所数を見ると、平成 28 年（2016 年）と比べ令和 3 年（2021 年）は、「卸売業・小

売業」が最も多く、次いで「医療・福祉」、「宿泊業、飲食サービス業」、「建設業」など、生

活に関連する業種の新設数が多くなっています。 

創業を志す事業者が、本市で創業し、事業発展していくために、必要な資金の融資に加え、

産業支援機関等と連携し、創業しやすい環境づくりに取り組む必要があります。 

 

産業大分類別新設事業所数(民営)の推移（川口市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）販路拡大機会の充実 

実態把握調査では、経営課題として、「既存事業の販路・市場拡大、営業力の強化」が、

製造業では２番目に多く、非製造業では３番目に多くなっており、業種を問わず販路拡大が

重要な経営課題となっています。 

今後は、新たな販路開拓、情報収集の場づくりなど、市内外の市場や販路の開拓に繋がる

多様な機会を充実させるとともに市産品や市内産業の魅力の発信が必要です。 

 

（５）企業誘致・企業用地の供給促進・事業拡大及び新事業進出支援 

 実態把握調査では、川口市で企業活動を実施するメリットとして、「取引先（販売・受注

先・仕入れ・外注先）が近い」（39.8％）、「交通の便が良い」（37.9％）、「市場規模が大きい

（ちょうど良い）」（15.9％）が上位に挙がっています。 

一方、本市の土地利用状況をみると、工場が撤退した跡地では住宅地化が進み、工業用地

から住宅用地への土地利用転換が進んでいます。このため、事業拡大意向を持つ製造業者は、

用地確保が困難になっています。 

                                                   
7 既に事業を営んでいる企業の後継者等が業態転換や新規事業に進出すること 

出典：総務省統計局「令和 3  

1 45 76 
0 8 23 

296 

14 39 33 

205 
79 

44 
132 

1 50 1 

145 166 

4 15 58 

398 

16 73 57 

261 

153 
82 

250 

0 

72 17 

646 

427 

3 
97 

159 

911 

60 

490 

257 

377 
277 

117 

470 

10 

262 

0

200

400

600

800

1,000

平成24年 平成28 令和3年

議題（１）産業振興指針の改定について



 
 18 

産業の空洞化防止を図るため、東京都と隣接し交通の利便性が高い本市の立地特性や利

点を活かし、市内企業の事業拡大、また、市外から市内へ、経済波及効果の高い企業の誘致

を図り、地域経済の好循環を更に高める必要があります。 

また、新事業への進出を目指す事業者に対する情報提供等の支援を推進することが必要

です。 

 
川口市で企業活動を実施するメリット 

（全業種） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課題２ 人材不足の解消・人材育成・就労環境の充実 
 

（１）人材の確保 

 実態把握調査から、雇用人員において、「不足」と感じる事業者は 30.8％となっており、

業種別の人員不足率もすべての業種で 10％を超えるなど、多くの事業者において人員不足

を感じています。また、経営課題をみると「人材採用・確保」が製造業では 25.4％と４番目

に、非製造業では 34.0％と２番目に多く、業種を問わず人材不足は重要な経営課題となっ

ています。人材不足が、売り上げ機会の逸失、残業代・外注費のコストの増加、納期の長期

化など、生産性の低下や業務の停滞を招くことのないよう、DX の推進や業務の効率化を図

るとともに、女性、高齢就業者が増加傾向にあることを踏まえ、幅広い世代を対象とした人

材確保に向けて様々な対策を講じる必要があります。 

 人材の確保に向けては、ハローワークや商工会議所と連携し、就職希望者と市内企業の 

マッチングや若年者の就職支援など、安定した雇用促進を図ることが求められています。 

出典：川口市「令和 7 年度市内事業者実態把握調査」 

39.8%

37.9%

15.9%

11.7%

10.3%

7.5%

6.1%

5.1%

3.7%

2.6%

2.4%

2.3%

2.1%

1.7%

1.6%

1.3%

0.3%

3.9%

14.0%

3.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

取引先（販売・受注先・仕入・外注先）が近い

交通の便が良い

市場規模が大きい（ちょうど良い）

同業者間で仕事が融通できる

地価・家賃が安い

競合する他社が少ない

企業間の情報交換ができる

原材料の入手が容易

異業種間で仕事が融通できる

欲しい情報が入手できる

豊かな自然環境

パート・アルバイトの確保が容易

産業支援機関が充実

一般事務員・社員等の確保が容易

人件費が安い

流通コストが安い

専門技術者・研究者の確保が容易

その他

わからない

無回答
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雇用人員の不足（川口市） 

（全業種） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業種別不足人員数・不足率（川口市） 
（全業種） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：川口市「令和 7 年度市内事業者実態把握調査」 
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    1,798    1,233      821      285     597     85      1,441    580    1,685 
  （適正人員） 

30.8%

69.2%

不足と回答 過剰又は適正と回答・無回答
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281,068 

111,186 

26,932 

285,638

118,059

33,762

280,997 

122,962 

36,738 

0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000

総就業者数

女性就業者数

高齢就業者数

（65歳以上）

平成22年 平成27年 令和2年

 

総就業者数・女性就業者数・高齢就業者数推移（川口市） 

（全業種） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外国人就業者数推移（川口市） 

（全業種） 

 平成 27 年 令和 2 年 増減率(H27→R2) 

外国人就業者数 8,954 11,846 32.3% 

 

 

（２）人材育成、技術・技能の継承 

実態把握調査の経営課題をみると、「事業承継」（23.3％）、「人材育成・強化」（22.8％）

が上位に挙がっており、次世代への技術・技能の伝承の課題とあわせて、業務効率化による

人材不足解消のため、DX 化を推進する人材育成に向けた支援等を強化する必要があります。 

 

（３）就労環境の改善 

人材の確保が慢性的な課題となっている状況において、働きやすい就労環境の整備は人

材の定着率を上げていくための有効な方策となっており、人材の確保・働く環境の向上は、

事業者にとっても喫緊の課題です。 

実態把握調査によれば、「人材採用・確保」を経営課題と挙げている事業者のうち、

26.4％が働きやすい環境整備の必要性を感じており、就労環境改善のための支援策の充実

が求められています。 

また、外国人労働者が全国的に増加する中、外国人の雇用管理や労働条件等を課題に感

じる事業者もあり、外国人労働者を雇用する事業主への相談支援の必要性も高まっていま

す。 

 

増減率 

(H22→R2) 

0.03% 

増減率 

(H22→R2) 

10.6% 

増減率 

(H22→R2) 

36.4% 

出典：総務省統計局「平成 22 年・平成 27 年・令和 2 年国勢調査」 

出典：総務省統計局「平成 27 年・令和 2 年国勢調査」 

議題（１）産業振興指針の改定について
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課題３ 都市農業・緑化産業の持続的発展 
 
（１）都市農業・緑化産業への持続的支援 

 農業従事者の高齢化が進んでおり、後継者問題は深刻な課題となっています。 

 後継者不足や、後継者がいても継承時の相続税対策のために一部農地を手放すことで農

地が減少し、その結果、周辺地域の住宅地化が進み営農環境にも影響が出ています。 

 また、農業は気候変動の影響を受けやすく、年平均気温の上昇など近年の温暖化は、農産

物の生育障害や品質の低下などを引き起こしています。 

これらの要因により、多くの農家の経営状況は厳しく、農業経営だけでは生計を立てるこ

とが難しくなっています。次世代の農業従事者を育成するためにも、都市農業・緑化産業の

振興に向けて、これまでと同様の事業支援だけでなく、農業の６次産業化等の魅力的で持続

可能な経営の支援を図る必要があります。 

 
経営耕地面積の推移（川口市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
農家戸数の推移（川口市） 
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出典：農林水産省「農林業センサス※」 

※平成 12 年は販売農家、平成 17 年以降は農業経営体の数

出典：農林水産省「農林業センサス」 

議題（１）産業振興指針の改定について
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（２）特産農産物の PR 

本市では、伝統と技術を有する安行植木や、ぼうふう等の伝統野菜の生産など特色ある農

業が営まれており、これら本市農業を積極的に PR していますが、市内外の消費者への認知

度を上げるため、引き続き PR に力を入れるとともに特産農産物の高付加価値化及びブラン

ド化に向け取り組む必要があります。 

 

（３）農地利用の最適化の推進・企業に対する誘致活動の実施 

 農業委員会と連携し、農地の管理が困難である農地所有者に対し、担い手の確保や新規参

入の促進を図るとともに、遊休農地の解消に努め、農業参入に前向きな企業への積極的な誘

致活動を実施する必要があります。 

 

課題４ 活発な商店街の振興 
 
（１）魅力ある商店街づくり 

商店街は、地域経済において重要な役割を担うとともに、地域の暮らしを支える生活基盤

として多様なコミュニティ機能も担っています。地域コミュニティの中心的な場として、に

ぎわい創出や地域交流を図る事業を支援するとともに、人とのふれあいや思いやりに満ち

た安全・安心な環境を整え、地域や個店の特性を活かした魅力ある商店街づくりを目指し、

商店街の活性化を図る必要があります。 

 

（２）消費者ニーズに応じた商業環境の創出 

 市内の商店街は、空き店舗の増加や後継者不足による閉店、来街者の減少等により、衰退

が加速しています。また、消費者の生活様式の変化や郊外型商業施設の出店等により地域

商業をめぐる環境が大きく変化するなど、消費者ニーズに応じた商業環境づくりが課題と

なっています。 

 

課題５ 地域産業資源を活かした地域経済の活性化 
 
（１）地域産業資源を活用した誘客 

 全国的に人口減少が進み、都市間競争が激化している中、様々なシティプロモーション活

動を通じて、本市のイメージ・知名度を向上させることで、交流人口・定住人口の増加や地

域経済の活性化を図る必要があります。 

豊かな自然や地域に根ざした文化芸術、様々な祭りに代表される歴史や伝統、SKIP シ

ティなど、本市の魅力を形成している豊富な地域産業資源を活用した誘客の取り組みを充

実する必要があります。 

 

（２）多様な主体による誘客・交流 

これらの取り組みの充実に向けて、市の取り組みだけでなく、多様な主体者による誘客・

交流活動を推進していく必要があります。 

 

議題（１）産業振興指針の改定について
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（３）SKIP シティの活用促進 

 映像関連産業の振興拠点としての機能を担う SKIP シティは、近年、商業施設のオープン

や大型撮影スタジオである NHK 川口施設（仮称）の建設など、SKIP シティの活性化に向

けた新たな動きが出てきています。こうしたことを契機に、今後、住環境と調和のとれた整

備や交通ネットワークの改善に取り組むとともに、SKIP シティで開催されるイベントや周

辺施設の利用促進により、更なる地域経済活性化を図る必要があります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

最終校正前に名称が決定した

場合は修正します。 

議題（１）産業振興指針の改定について
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第３章 産業振興指針の目標 
 

 

 

  

市内経済の好循環による産業が輝くまち 

 

前述の市内産業の現状と主な課題を踏まえ、市内中小企業や小規模企業が経営基

盤を強化し、持続的に発展すること、また、多様な人材が活躍できる環境整備やデ

ジタル化を推進することにより、人材確保や人材不足の解消を図ることが求められ

ています。 

また、多種多様な業種が集積する産業構造や交通利便性が高いといった本市の特

性を活かしながら、市内経済の好循環を図るため、企業等の売上や雇用者の所得を

地域外から多く流入させるとともに地域内の取引を活発化させることが必要です。 

これらを実現するために、「市内経済の好循環による産業が輝くまち」を目標に

設定し、経済部だけでなく全市をあげて産業振興に取り組みます。 

 

市内経済の好循環による

産業が輝くまち 

経営基盤の強化を推進

し、稼ぐ力、魅力の創出

を支援します 

人材育成、就労環境の 

充実を支援します 

都市農業・緑化産業を 

振興するとともに、 

新規就農者を支援します 

商店街・個店の 

魅力向上を支援します 

地域産業資源の活用に 

取り組みます 

議題（１）産業振興指針の改定について
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目標の実現に向けて、５つの基本方針と 14 の重点プロジェクトを設定し、本市の産業

振興を推進します。詳細は、第４章、第５章に記載します。 

 

   

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①企業の持続可能な経営基盤の強化・

デジタル技術の活用等による生産性

の向上と稼ぐ力の創出 

②産業支援機関等と連携した創業支援

の強化 

③販路及び受発注機会の拡大・市内産

業の魅力発信 

④企業誘致・企業用地の供給促進・事

業拡大及び新事業進出支援 

⑤人材採用機会の充実 

⑥人材育成、技術・技能の継承支援 

⑦就労環境改善・向上支援 

⑪賑わいと魅力ある商業の振興 

⑫商店街・個店の魅力・集客力向上支

援 

方針５ 

 地域産業資源の活用に取り組みます 

⑬地域産業資源を活用した誘客事業の

推進・支援 

⑭SKIP シティを核とした映像関連産業

の集積 

方針４ 

商店街・個店の魅力向上を支援しま

す 

方針３ 

 都市農業・緑化産業の振興を図ると

ともに、新規就農者を支援します 

方針２ 

 人材育成、就労環境の充実を支援し

ます 

 

基本方針 重点プロジェクト 

方針１ 

 経営基盤の強化を推進し、稼ぐ力、

魅力の創出を支援します 

 

議題（１）産業振興指針の改定について
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第４章 基本方針 
  

 

経営基盤の強化を推進し、稼ぐ力、魅力の創出を支援します 
  

本市産業を支える中小企業・小規模企業（以下、「企業」という。）が更なる発展を遂げる

ためには、力強く事業活動できる環境整備が重要であり、企業の経営基盤の強化、稼ぐ力の

向上に繋がるよう支援します。また、創業支援に取り組むとともに、充実した本市の交通 

ネットワークを活かし、新たな需要を創出する企業誘致や新事業への進出を支援します。 

 

人材育成、就労環境の充実を支援します 
  

全国的な人口減少時代に突入する中、人材不足や経営者、従業員の高齢化に伴う後継者不

足が深刻化しており、企業が安定した事業活動ができるよう幅広い世代を対象とした就職

支援や人材育成に取り組みます。また、従業員の定着率向上、就労環境や福利厚生の充実に

繋がるよう支援し、女性や若者、高齢者、障害者、外国人を問わず、多様な人材が安心して

市内で働き続けられる環境を目指します。 

 

都市農業・緑化産業の振興を図るとともに、 
新規就農者を支援します 

  

歴史と伝統を誇る植木を中心とした花きなど、本市の特産農産物の高付加価値化及びブ

ランド化により、販路拡大を図ります。また、農業の６次産業化や遊休農地の解消など農地

利用の最適化を推進するとともに、就農者の持続可能な経営を支援し、都市農業・緑化産業

の更なる発展を図ります。 

 

商店街・個店の魅力向上を支援します 
  

地域の暮らしを支える生活基盤であり、地域コミュニティの中核的役割を担う商店街の

魅力的な商業環境の創出を支援します。また、個店の魅力を高め、店舗の集客力向上に繋が

る取り組みを支援します。 

 

地域産業資源の活用に取り組みます 
  

豊かな自然や歴史などに根差した文化芸術や祭りなど、多様な地域資源を活用し、まちの

イメージやブランド力の向上に取り組みます。また、本市産業の更なる発展に繋がるよう、

映像関連産業の集積を進めます。 

 

 

方針１ 

方針２ 

方針３ 

方針４ 

方針５ 方針５ 

議題（１）産業振興指針の改定について
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第５章 重点プロジェクト 
  
 

経営基盤の強化を推進し、稼ぐ力、魅力の創出を支援します
  
①企業の持続可能な経営基盤の強化・デジタル技術の活用等による生産 

性の向上と稼ぐ力の創出 
 

 

 

 

 
②産業支援機関等と連携した創業支援の強化 
 

 

 

 

 

 

③販路及び受発注機会の拡大・市内産業の魅力発信 
 

 

 

 

 

④企業誘致・企業用地の供給促進・事業拡大及び新事業進出支援 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業の持続的発展のため、経営基盤の強化、設備投資や DX を実現するデジタル技術

の導入・活用等による生産性の向上及び付加価値の向上による稼ぐ力の創出に向けた

事業者の取り組みを支援し、市内産業間での取引の活性化等により地域循環を高めま

す。また、事業継続力を高める BCP 策定や SDGs 経営の普及に取り組みます。 

企業の質の高い技術や製品・サービスの普及を促進させ、事業拡大に繋げるとともに、

公共工事を含めた受発注機会の拡大及び国内外における販路の拡大に取り組みます。 
また、市内産業の魅力や地域に貢献する企業の魅力を発信し、より一層、事業活動がし

やすい環境づくりを支援します。 

創業を志す人が市内で創業し、その事業が発展することを目指して、川口商工会議所や

金融機関、国及び県などと連携し、セミナーや個別相談などを実施するとともに起業家

同士のネットワークづくりを促進し、創業者の成長のステージごとに必要な支援策に

取り組みます。 

方針１ 

市内企業の活用促進を第一に、市外からの企業進出も含め、事業拡大や新事業に進出す

る企業の用地拡張等の需要に応えるため、遊休公有地の利活用を促進するとともに、不

動産業界団体と連携した利用可能な民間所有地の情報提供を通して、企業誘致を推進し

ます。 

議題（１）産業振興指針の改定について
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人材育成、就労環境の充実を支援します  
 

⑤人材採用機会の充実 
 

 

 

 

⑥人材育成、技術・技能の継承支援 
 

 

 

 

⑦就労環境改善・向上支援 
 

 

 

 

 

都市農業・緑化産業の振興を図るとともに、 
新規就農者を支援します 

⑧都市農業・緑化産業への持続的な支援 
 

 

 

 

 

⑨特産農産物の PR 
 

 

 

 

 

⑩農地利用の最適化の推進・企業に対する誘致活動の実施 
 
 

 

 

※都市農業・緑化産業における基本方針・基本施策は「第２次川口市農業基本計画」に記載 

があります。 

都市農業を支える農地の機能（新鮮な農産物の供給、良好な景観の形成等）を将来にわ

たって維持するため、生産の基盤である農地を活用し、良好な生産環境の保全に取り組

みます。また、川口緑化センターを拠点とし、本市の植木・花と造園の特産農業の振興

を図るとともに、緑化産業への持続的な支援に取り組みます。 

飲食店、小売店、流通事業者との意見交換会等を通じて特産農産物の地産地消を推進す

るとともに、市ホームページやＳＮＳのほか、市出展イベントにおいて、幅広くＰＲし、

消費拡大につながる支援に取り組みます。 

企業の人材確保のため、ハローワークや商工会議所と連携し、就職希望者や若年者の就

職を支援するとともに、女性や高齢者などを含めた、多様な人材を採用できる機会の充

実を図ります。 

ＤＸなど社会情勢の変化に対応する人材を育成するため、従業員等に対してスキル  
アップの機会を提供するとともに、技術・技能の継承のために顕彰制度を実施するほ

か、資格や技能向上の取り組みを支援します。 

農業委員会と連携して、農業者ごとに分散している農地を面的に集約し、利用効率を向

上させるとともに、これからの農業を担う多様な経営体の一つである企業等に対して積

極的な誘致活動の実施に取り組みます。 

（公財）川口市勤労福祉サービスセンターと連携し、労働環境や福祉の改善、向上に資

する施策を実施するとともに、従業員の定着率向上のため、就労環境の改善に取り組む

企業を支援します。 

方針２ 

方針３ 

議題（１）産業振興指針の改定について
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商店街・個店の魅力向上を支援します  
 

⑪賑わいと魅力ある商業の振興 
 

 

 

 

 

⑫商店街・個店の魅力・集客力向上支援 
 

 

 

 

 

 

  

地域住民のインフラとして、街の安全・安心を守る機能を果たすなど、地域コミュニ 
ティの中核的役割を担う商店街の更なる活性化のため、にぎわい創出や地域交流を図

る事業を促進し、商店街の魅力の向上を支援します。 

多様化する消費者ニーズや商業環境の変化に対応するため、空き店舗の活用や個店の

特性を活かした個性的で魅力ある商店街づくり、集客力や購買意欲向上のための各種

取り組みを支援します。また、商業者による販路拡大や経営環境の向上をめざした取り

組みを支援します。 

方針４ 方針４ 

川口七夕まつり 
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地域産業資源の活用に取り組みます  
 

⑬地域産業資源を活用した誘客事業の推進・支援 
 

 

 

 

 
⑭SKIP シティを核とした映像関連産業の集積 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交流人口・定住人口を増加させ地域経済の活性化を図るため、たたら祭りなど本市のイ

メージ・知名度の向上に繋がる様々なイベントや、SKIP シティなどの地域産業資源を

活用し、市及び多様な主体による誘客事業を推進します。 

NHK 川口施設（仮称）をはじめとする SKIP シティ周辺施設と連携し、映像関連産業

を核とした次世代産業の導入・集積に繋がる取り組みを推進するとともに、地域経済活

性化に寄与する取り組みを行います。 

方針５ 

たたら祭り 

議題（１）産業振興指針の改定について
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第６章 推進に向けて 

１ 各主体の役割と連携 

（１）市の役割 

市は、経済情勢の変化に対応した産業振興施策を展開するため、関係機関との連携に努め、

次のとおり産業振興に取り組むこととします。 

 企業の産業振興施策に対するニーズを探るため、実態把握調査や訪問ヒアリング、審議会

等の意見交換の機会を設け、可能な限り多くの事業者の声を把握するように努めます。 

 また、経済部だけでなく、あらゆる部の施策の中でも産業振興の視点を意識し、連携を図

りながら、市全体で産業振興に取り組みます。 

 

（２）中小企業・小規模企業の役割 

 企業は、自助努力により経営基盤の安定及び技術・サービスの向上に努め、市民の生活の

向上と地域経済の活性化に寄与するものとします。 

  

（３）中小企業団体の役割 

 中小企業団体は、市と協力して積極的に市内事業者への支援を実施するものとします。 

 

（４）市民の役割 

 市民は、産業振興が、市民生活の向上と地域社会の活性化に貢献することを理解し、地場

産品の愛用、宣伝に努めるとともに、産業を通じて様々な人との交流に努めます。 

 

（５）関係機関の連携 

 市内事業者が多様な分野・場面、ニーズに応じて支援を受けられるように、市や中小企業

団体のほか、県、国、産業支援機関、金融機関、大学・高校等教育機関と協力・連携した推

進体制を形成します。 
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２ 進捗管理の方法 

産業振興指針は、全庁的な指針として、オール川口の体制で取り組むことが重要であり、

その進捗管理についても、全庁的に行う必要があります。 

そのため、毎年度各部局に対して、指針の方向性を踏まえた新たな施策の検討、既存事業

の拡充、執行方法の見直し等を要請し、その状況を経済部の取り組みと併せて取りまとめ、

市長に報告するとともに、市民等に取り組みの実績について公表します。 

 

このような作業を通じて、この産業振興指針の目標を着実に達成するため、下図の PDCA

サイクルによって、施策や事業を成果の観点から評価・検証しながら、継続的な見直し・改

善に取り組みます。 

更に、前期実施計画最終年度の 2031 年度には、市内企業や支援機関、審議会等の意見を

伺いながら、外部の視点から施策の中間評価を行います。 

 

 

 

  

議題（１）産業振興指針の改定について



 
 33 

 

 

 

 

 

 

 

１ 川口市中小企業振興条例 ···················································  34 

 

２ 川口市産業労働行政審議会（条例、委員名簿） ·····················  36 

 

３ 策定の取組 ······································································  39 

 

４ 実態把握調査の概要 ·························································  41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附属資料 

議題（１）産業振興指針の改定について



 
 34 

１．川口市中小企業振興条例 
 

平成 22 年 3 月 24 日 

条例第 17号 

 

川口市は、中小企業のまちとして、県内はもとより、わが国の鋳物や機械をはじめとする

「ものづくり」において重要な役割を担ってきた。また、植木、花卉
き

や軟化蔬
そ

菜などを生産

する、伝統的技術に裏付けられた地域資源を有しており、これらは、先人たちのたゆまぬ努

力により、関連する幅広い産業とともに発展を遂げてきた、次の世代へ伝えていくべき代え

がたい財産である。 

こうした本市産業を支える中小企業は、地域資源が持つ価値を限りなく発揮させること

を通じて、市民生活を支える雇用や所得をもたらすなど、川口市の地域経済にとっても、極

めて重要な存在である。 

ここに、我々は、中小企業の活性化が、川口市の更なる発展に欠かせないものであること

を地域として共通の認識とし、関係するすべての人の協働により、この代えがたい財産を守

り、川口市民の生活の維持、向上を実現するため、この条例を制定する。 

 

(目的) 

第 1 条 この条例は、地域産業の発展において中小企業者が果たす役割の重要性にかんが

み、本市の中小企業の振興に関し基本的な事項を定めることにより、その基盤の強化及び

健全な発展を促進し、もって産業及び地域社会の発展に寄与することを目的とする。 

 

(定義) 

第 2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和 38 年法律第 154 号)第 2 条第 1 項及び第 5 項に

規定する中小企業者並びに農業協同組合法(昭和 22 年法律第 132 号)第 2 条第 1 項

に規定する農業者であって、市内に事務所又は事業所を有し、事業を営んでいるも

のをいう。 

(2) 中小企業団体 事業協同組合、企業組合その他の市長が適当と認めた中小企業に関

係する団体をいう。 

(平成 28 条例 27・一部改正) 

 

(基本理念) 

第 3条 市、中小企業者、中小企業団体及び市民は、相互に連携し、及び協力して、中小企

業者の事業活動の活性化の推進に努めるものとする。 

 

(市の責務) 

第 4条 市は、前条の規定に基づき、地域の中小企業者及び中小企業団体と密接に連携し、

議題（１）産業振興指針の改定について
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中小企業及び産業の振興のための指針を定めるよう努めるものとする。 

2 市は、国、県その他の公的団体等と連携し、融資のあっせん、助成金の交付その他中小

企業者に対する支援等、必要な施策を講じなければならない。 

3 市は、前項の施策を効果的に実施するために、必要な措置を講ずるよう努めるものとす

る。 

 

(中小企業者及び中小企業団体の役割と努力) 

第 5条 中小企業者及び中小企業団体は、自助の精神にのっとり、経営基盤の改善及び強化

並びに従業員の福利向上に努めるとともに、地域環境との調和並びに消費生活の安定及

び安全の確保に十分に配慮し、地域経済の振興及び発展に貢献するものとする。 

 

(市民の理解と協力) 

第 6 条 市民は、本市の中小企業者が地域経済の振興及び発展並びに市民生活の向上に果

たす重要な役割を理解し、地域の中小企業者の育成及び発展に協力するよう努めるもの

とする。 

 

(委任) 

第 7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

附 則 

この条例は、平成 22 年 4月 1 日から施行する。 

 

附 則(平成 28年 3月 24 日条例第 27 号) 

この条例は、平成 28 年 4月 1 日から施行する。 
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２．川口市産業労働行政審議会（条例、委員名簿） 

 

(1)条例 

 

平成 31 年３月 18 日 

条例第 38号 

 

(設置) 

第 1 条 産業振興に関する諸施策の推進及び本市産業における労使関係を安定化し、生産

性を向上することによる労働関係諸施策の推進を図るため、川口市産業労働行政審議会

(以下「審議会」という。)を置く。 

 

(所掌事務) 

第 2 条 審議会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査審議する。 

(1) 市内産業の経営基盤の強化、販路の拡大等の産業振興施策に関する重要事項 

(2) 労使問題に関する重要事項及び雇用の安定の確保等の労働関係施策に関する重要

事項 

2 審議会は、前項に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べることができる。 

 

(組織) 

第 3 条 審議会は、委員 20 人以内をもって組織する。 

 

(委員) 

第 4 条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 知識経験者 

(2) 産業関係団体を代表する者 

(3) 勤労者を代表する者 

 

(委員の任期) 

第 5 条 委員の任期は、2年とする。 

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

(会長及び副会長) 

第 6 条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。 

2 会長は、審議会の会務を総理する。 

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 

(会議) 

第 7 条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 
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2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

3 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところ

による。 

 

(部会) 

第 8 条 審議会は、特別の事項を調査審議するため必要があるときは、部会を置くことがで    

きる。 

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。 

3 部会に部会長をおき、会長が指名する委員をもって充てる。 

4 部会長は、部会の会務を総理し、部会における審議の状況及び結果を審議会に報告する 

ものとする。 

5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちあらかじめ部会長が指名する者が 

その職務を代理する。 

6 部会の会議については、前条の規定を準用する。 

 

(関係者の出席及び資料の提出) 

第 9 条 審議会又は部会は、特に必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、その 

意見を聴き、又は関係者に資料の提出を求めることができる。 

 

(庶務) 

第 10 条 審議会の庶務は、経済部において処理する。 

 

(委任) 

第 11 条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、平成 31年 4月 1 日から施行する。 
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(2)委員名簿 

(任期 令和７年６月１日～令和９年５月３１日) 

【五十音順（区分別）・敬称略】 

 区分  氏名 所属等 

1 知識経験者 飯田 雅弘 川口信用金庫 理事長 

2 知識経験者 飯野 由希子 埼玉県南部地域振興センター 所長 

3 知識経験者(会長) 川端 庸子 埼玉大学 准教授 

4 知識経験者 前島 末男 山伸マテリアル株式会社 会長 

5 知識経験者 吉田 優 社会福祉法人ひふみ会 理事長 

6 産業関係者 青木 祥禎 一般社団法人川口市建設協会 

7 産業関係者(副会長) 石川 義明 川口鋳物工業協同組合 

8 産業関係者 小川 勝利 川口木型工業協同組合 

9 産業関係者 佐藤 義晴 川口機械工業協同組合 

10 産業関係者 竹村 英昭 川口トラック協同組合 

11 産業関係者   康二郎 川口市商店街連合会 

12 産業関係者 寺山 樹生 一般社団法人川口市造園業協会 

13 産業関係者 富田 龍一郎 川口商工会議所 

14 産業関係者 森 雄児 川口新郷工業団地協同組合 

15 勤労関係者 

 

千葉 直樹 

(鈴木 勇) 

川口公共職業安定所 所長 

令和８年４月１日から 

(令和８年３月３１日まで) 

16 勤労関係者 長沢 英俊 
連合埼玉 川口・戸田・蕨地域協議会 

議長 
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３．策定の取組 

1.川口市産業労働行政審議会 

 本審議会では、本市産業の現状、課題、今後の方向性等について、各委員や、その所属団

体からの意見及び実態把握調査の結果に基づき検討し、産業振興指針の改定案を審議しま

した。 

 

(審議経過) 

月 日 回 概 要 

令和 7年 

7 月 8日 
第１回 

○委嘱書交付 

○市長挨拶 

○会長・副会長の互選 

○諮問事項説明 

○川口市産業振興指針の改定について 

・産業振興指針改定版構成(案) 

・産業振興指針の目標及び基本方針(案) 

・審議会スケジュール及び審議内容(案) 

10 月 1 日 第２回 

○川口市産業振興指針の改定について 

 ・推薦団体等の現状・課題・今後の方向性及び前審議会で提示 

した案にかかる委員の意見の報告 

・市内産業の課題(案) 

・基本方針(修正案)・基本方針説明内容(案)・重点プロジェク

ト(案) 

・市内事業者実態把握調査速報値報告 

令和 8年 

2 月 20 日 

(書面開催) 

第３回 

○川口市産業振興指針改定版Ⅱ素案について 

 ・川口市産業振興指針改定版Ⅱ素案に対する意見 

 ・産業振興指針における「中小企業及び小規模企業」の定義に

ついて 

 ・人手不足の背景 

〇月〇日 第４回 

○ 

○ 

○ 

〇月〇日 第５回 

○ 

○ 

○ 

 

2.市内事業者実態把握調査 

 市内事業者の現状と課題を把握し、産業振興を目的とした市の施策及び産業振興指針改

定の検討資料とするため、製造業540事業所、非製造業2,460事業所、あわせて3,000事業

所に郵送配布し、WEB回答・郵送回答により1,260事業所から有効回答を得ました。 
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3.企業訪問ヒアリング調査 

 実態把握調査の回答をもとに、市内事業所の事業活動状況や現在直面している課題等に

ついて、事業者から直接伺い、産業振興を目的とした市の施策及び産業振興指針改定の検討

資料とするため、製造業６事業所、非製造業６事業所、あわせて 12 事業所に企業訪問ヒア

リング調査を実施しました。 

 

4.審議会委員推薦団体事務局への意見聴取 

 産業振興指針案について、推薦団体からの意見聴取を実施しました。 

 ・川口商工会議所 

 ・川口鋳物工業協同組合 

 ・川口機械工業協同組合 

 ・川口木型工業協同組合 

 ・川口新郷工業団地協同組合 

 ・一般社団法人川口市建設協会 

 ・川口トラック協同組合 

 ・川口市商店街連合会 

 ・一般社団法人川口市造園業協会 

 

5.パブリックコメント 

 令和〇年〇月〇日から〇月〇日まで、市ホームページ及び市政情報コーナーにおいて、

「川口市産業振興指針改定(案)」に対するパブリックコメントを実施しました。 
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４．市内事業者実態把握調査の概要 
 

(1)製造業  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

①事業所の概要  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       創業年(回答数：287)        従業者数規模(回答数：287) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査概要 

【目 的】市内事業者の実態を把握し、産業振興を目的とした市の施策検討及び

産業振興指針改定の参考資料とするため、川口商工会議所と連携し実

施するもの。 

【調 査 対 象】川口市内の製造業者から540件を抽出 

【調 査 期 間】令和7年6月～7月 

【調 査 方 法】郵送配布、WEB回答・郵送回答 

調査結果(要点) 

【創 業 年】：昭和 36 年(1961 年)～昭和 45 年(1970 年)に創業した事業所が最も多

く、24.4％を占めており、平成 13 年(2001 年)以降に創業した事業所

は全体の 10.4％にとどまっている。 

【従業者数規模】：「1～5人」（41.5％）が最も多く、次いで「6～20 人」（29.6％）が続

いている。「101 人以上」の事業所は 2.4％にとどまっている。 

【売  上  高】：直前期の売上高は「1億円以上 10億円未満」(30.7％)が最も多く、 

次いで「1,000 万円以上 5,000 万円未満」(26.8％)となっている。 

【業    況】：現時点の業況を良いとした事業所は 7.3％にとどまっており、悪いと

した事業所が 50.2％と最も多い。 

1.4%

0.0%

0.3%

1.7%

1.0%

3.1%

4.9%

11.1%

24.4%

19.2%

15.7%

6.6%

5.2%

5.2%

0.0%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

無回答

～1900年

1901～1910年

1911～1920年

1921～1930年

1931～1940年

1941～1950年

1951～1960年

1961～1970年

1971～1980年

1981～1990年

1991～2000年

2001～2010年

2011～2020年

2021年～
0人

8.7%

1 5人

41.5%6 20人

29.6%

21 50人

13.2%

51 100人

4.5%

101人以上

2.4%
無回答

0.0%
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直前期売上高(回答数：287)        現時点の業況(回答数：287) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

②採用について  

 

 

 

 

 

 
採用状況(回答数：287)        要因(回答数：61、複数回答) 

 
 

 

 

 

 

 

 

行えている

7.0%

概ね行えている

14.6%

行えていない

21.3%

採用の予定はない

55.4%

その他 1.0%

無回答 0.7%

【採用状況】： 今年度(令和 7年度)、計画(希望)どおりの採用が「行えている」は 

7.0％、「概ね行えている」は 14.6％であり、「行えていない」は 21.3％ 

となっている。 

【要因】：計画(希望)どおりの採用が行えていない要因として、「求人への応募が少な 

い」(75.4％)が最も多く、次いで「求める人材（専門職等）がいない」(42.6％) 

となっている。 

500万円未満

7.7%

500万円以上

1,000万円未満

8.4%

1,000万円以上

5,000万円未満

26.8%
5,000万円以上

1億円未満

16.7%

1億円以上

10億円未満

30.7%

10億円以上

8.0%

無回答

1.7%

良い

7.3%

普通

41.5%
悪い

50.2%

無回答

1.0%

求人への応募が

少ない

75.4%

選考辞退が多い

4.9%

内定辞退が多い

11.5%

求める人材

（専門職等）

がいない

42.6%

その他

6.6%

無回答

1.6%
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③DX への取り組みについて  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
取組状況(回答数：287)         DX 化の成果(回答数：90) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
成果の内容(回答数：61、複数回答) 

 

 

 

 

 

 

 

 
DX 化の課題(回答数：164、複数回答) 

 

 

 

 

 

 

 

【取組状況】：「既に完了している」(4.2％)、「取り組んでいる最中である」(18.1％)、 

「取り組みを始めたばかり」(9.1％)を合計した 31.4％の事業者が DX に 

取り組んでおり、「取り組む予定はない」は 36.9％となっている。 

【DX 化の成果】：「既に完了している」、「取り組んでいる最中である」、「取り組みを始 

めたばかり」と回答した事業者のうち、「成果が出ている」(16.7％)、

「ある程度成果が出ている」(51.1％)と回答している。 

【成果の内容】：「成果が出ている」、「ある程度成果が出ている」と回答した事業者のう 

ち、DX 化による成果の内容は、「ペーパーレスが進展した」(41.0％)が 

最も多く、次いで「生産性が向上した」(39.3％)となっている。 

【DX 化の課題】：DX 化を進める上での課題は、「DX 推進に関わる人材がいない(足り 

ない)」(54.3％)が最も多く、次いで「具体的な効果や成果が見えな 

い」(28.0％)となっている。 

既に完了している

4.2%

取り組んでい

る最中である

18.1%

取り組みを始

めたばかり

9.1%

取り組みを検討している

8.0%
必要と思うがまだ取り組んでいない

17.8%

取り組む予定はない

36.9%

無回答

5.9% 成果が出ている

16.7%

ある程度成果が出ている

51.1%

あまり成果は

出ていない

12.2%

成果は出ていない

0.0%

わからない・どちら

ともいえない

18.9%

無回答

1.1%

41.0%
39.3%

32.8%
26.2%

19.7%
11.5%
11.5%
11.5%

6.6%
4.9%

3.3%
0.0%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0%

ペーパーレスが進展した
生産性が向上した

システムの利便性が向上した
システムのセキュリティが向上した

コストが減少した
売上（収益）が増加した
会社の知名度が向上した

社内のコミュニケーションが良くなった
資金（現金）管理が容易になった

休暇が取得しやすくなった・残業が減った
その他
無回答

54.3%
28.0%

26.8%
22.0%

16.5%
9.1%

6.7%
6.1%

4.3%
3.7%

2.4%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

ＤＸ推進に関わる人材がいない（足りない）
具体的な効果や成果が見えない

経営者および会社全体の意識・理解が足りない
予算確保が難しい

情報セキュリティの確保が難しい
ビジョンや経営戦略、ロードマップがない

相談できる専門家がいない
安定した通信環境の整備が構築できない

既存システムがブラックボックス化している
その他
無回答
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(2)非製造業  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

①事業所の概要  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            創業年(回答数：973)        従業者数規模(回答数：973) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

0人
14.2%

1～5人
44.3%

6～20人
25.4%

21～50人
10.3%

51～100人
3.9%

101人以上

2.0%

無回答

0.0%

調査概要 

【目 的】市内事業者の実態を把握し、産業振興を目的とした市の施策検討及び

産業振興指針改定の参考資料とするため、川口商工会議所と連携し実

施するもの。 

【調 査 対 象】川口市内の製造業者を除いた産業分野から2,460件を抽出 

【調 査 期 間】令和7年6月～7月 

【調 査 方 法】郵送配布、WEB回答・郵送回答 

調査結果(要点) 

【創 業 年】：平成 13 年(2001 年)～平成 22 年(2010 年)及び平成 23 年(2011 年)～

令和 2 年(2020 年)に創業した事業所が最も多く、それぞれ 16.3％と

なっているが、昭和 36年(1961 年)以降に創業年が分散化している。 

【従業者数規模】：「1～5人」（44.3％）が最も多く、次いで「6～20 人」（25.4％）が続

いている。「101 人以上」の事業所は 2.0％にとどまっている。 

【売  上  高】：直前期の売上高は「1億円以上 10億円未満」(29.1％)が最も多く、 

次いで「1,000 万円以上 5,000 万円未満」(26.3％)となっている。 

【業    況】：現時点の業況を良いとした事業所は 11.6％にとどまっており、普通

とした事業所が 53.5％と最も多い。 

1.8%

0.5%

0.2%

0.8%

1.3%

1.2%

2.6%

4.5%

11.5%

12.3%

13.9%

12.1%

16.3%

16.3%

4.4%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0%

無回答

1900年

1901 1910年

1911 1920年

1921 1930年

1931 1940年

1941 1950年

1951 1960年

1961 1970年

1971 1980年

1981 1990年

1991 2000年

2001 2010年

2011 2020年

2021 0人

14.2%

1 5人

44.3%

6 20人

25.4%

21 50人

10.3%

51 100人

3.9%

101人以上

2.0%

無回答

0.0%
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直前期売上高(回答数：973)       現時点の業況(回答数：973) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

②採用について  

 

 

 

 

 

 
採用状況(回答数：973)        要因(回答数：241、複数回答) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【採用状況】： 今年度(令和 7年度)、計画(希望)どおりの採用が「行えている」は 

7.2％、「概ね行えている」は 16.8％であり、「行えていない」は 24.8％ 

となっている。 

【要因】：計画(希望)どおりの採用が行えていない要因として、「求人への応募が少な 

い」(67.2％)が最も多く、次いで「求める人材（専門職等）がいない」(46.9％) 

となっている。 

500万円未満

11.0%

500万円以上

1,000万円未満

11.1%

1,000万円以上

5,000万円未満

26.3%

5,000万円以上

1億円未満

14.4%

1億円以上

10億円未満

29.1%

10億円以上

6.6%

無回答

1.5% 良い

11.6%

普通

53.5%

悪い

34.3%

無回答

0.5%

行えている

7.2%

概ね行えている

16.8%

行えていない

24.8%

採用の予定はない

46.5%

その他 0.9%

無回答 3.9%

求人への応募が少ない

67.2%

選考辞退が多い

12.4%

内定辞退が多

い

5.8%

求める人材

（専門職等）

がいない

46.9%

その他

9.1%

無回答

1.2%
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③DX への取り組みについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 取組状況(回答数：973)          DX 化の成果(回答数：309) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
成果の内容(回答数：197、複数回答) 

 

 

 

 

 

 

 

 
DX 化の課題(回答数：530、複数回答) 

 

 

 

 

 

 

 

【取組状況】：「既に完了している」(4.8％)、「取り組んでいる最中である」(19.1％)、 

「取り組みを始めたばかり」(7.8％)を合計した 31.7％の事業者が DX に 

取り組んでおり、「取り組む予定はない」は 36.9％となっている。 

【DX 化の成果】：「既に完了している」、「取り組んでいる最中である」、「取り組みを始 

めたばかり」と回答した事業者のうち、「成果が出ている」(9.4％)、

「ある程度成果が出ている」(54.4％)と回答している。 

【成果の内容】：「成果が出ている」、「ある程度成果が出ている」と回答した事業者のう 

ち、DX 化による成果の内容は、「ペーパーレスが進展した」(40.6％)が 

最も多く、次いで「生産性が向上した」(40.1％)となっている。 

【DX 化の課題】：DX 化を進める上での課題は、「DX 推進に関わる人材がいない(足り 

ない)」(47.2％)が最も多く、次いで「予算確保が難しい」(30.0％)と 

なっている。 

既に完了している

4.8%

取り組んでい

る最中である

19.1%

取り組みを始

めたばかり

7.8%

取り組みを検討

している

8.0%

必要と思うがまだ取り組んでいない

14.7%

取り組む予定はない

36.9%

無回答

8.6%

成果が出ている

9.4%

ある程度成果が出ている

54.4%

あまり成果は

出ていない

11.0%

成果は出ていない

4.2%

わからない・どちら

ともいえない

19.1%

無回答

1.9%

40.6%
40.1%

32.0%
20.8%

16.2%
13.7%

11.2%
10.2%

7.1%
6.6%

1.0%
1.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

ペーパーレスが進展した
生産性が向上した

システムの利便性が向上した
コストが減少した

システムのセキュリティが向上した
会社の知名度が向上した
売上（収益）が増加した

休暇が取得しやすくなった・残業が減った
資金（現金）管理が容易になった

社内のコミュニケーションが良くなった
その他
無回答

47.2%
30.0%

22.3%
21.9%

17.7%
17.4%

7.7%
7.5%

2.8%
3.8%
3.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

ＤＸ推進に関わる人材がいない（足りない）
予算確保が難しい

具体的な効果や成果が見えない
経営者および会社全体の意識・理解が足りない

相談できる専門家がいない
情報セキュリティの確保が難しい

安定した通信環境の整備が構築できない
ビジョンや経営戦略、ロードマップがない

既存システムがブラックボックス化している
その他
無回答

議題（１）産業振興指針の改定について


